
地域医療構想に基づく取組実績等 

（鹿児島保健医療圏地域医療構想区域） 

（令和○年○月 策定） 
 

【１ 各時点の機能別病床数等】 

 
2015年 

病床数 

2024年度 

病床機能報

告（Ａ） 

2025年の 

予定病床

数（Ｂ） 

2025年病床

数の必要量

（Ｃ） 

差し引き 

(C)－(A) 

差し引き 

(C)－(B) 

高度急性期 1,392 1,678 1,614  982   △696 △632 

急性期 5,122 3,879 4,070 2,778  △1,101 △1,292 

回復期 1,463 2,728 2,680 2,880     152   200 

慢性期 3,121 2,672 2,703 2,244   △428  △459 

休棟等  346  446  368 － － － 

計 11,444 11,403 11,435 8,884  △2,519 △2,551 
(介護医療院へ

の転換数)※ 
－  289 － － － － 

※ 地域医療構想の取組開始以後，2024年度病床機能報告時までに介護医療院へ転換した病床数 

 

【２ 現状と課題】 

① これまでの地域医療構想の取組実績について※※ 

 鹿児島保健医療圏では，平成 28 年 12 月に鹿児島保健医療圏地域医療構想

調整会議を設置し，地域医療構想の実現に向けて，医療機関の自主的な取り

組み及び医療機関をはじめとした関係者相互の協議を促進するため，主に以

下の内容について，医療・福祉関係者や行政機関等と協議を行ってきた。 

 ・鹿児島保健医療圏の地域医療構想調整会議の進め方に関する協議 

 ・個別医療機関の具体的対応方針の協議 

・公立病院，公的医療機関等2025プラン対象医療機関の具体的な対応方針 

 の決定に関する協議（９か所） 

 ・公立病院経営強化プランの策定に関する協議 

・公立病院・公的医療機関等の具体的対応方針の再検証 

・医療計画及び介護保険事業計画の整合性確保に関する協議 

・地域医療介護総合確保基金補助金（病床の機能分化・連携支援事業）の 

 個別申請に関する協議 

 ・地域医療介護総合確保基金補助金（病床機能再編支援事業）の個別申請 

  に関する協議 

 ・外来機能報告における紹介受診重点医療機関に関する協議 

 ・病床の医療機能の変更に係る個別申請に関する協議 

 ・病床機能報告と定量的基準の照合結果についての協議 

 ・非稼働病棟を有する医療機関に関する個別の協議（非稼働病棟の再開， 

  動向調査） 

 ・在宅医療に関する協議 

 ・地域医療構想に基づく取組実績等について 
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別添１（最終案）



 

 

 

② 構想区域の現状及び課題 

 現状  

 

＜人口の将来推計等＞ 

１ 鹿児島保健医療圏（３市２村）の基本情報 
 （令和６年 10 月１日現在）（単位：人，％，㎢） 

 
 ※ 人口及び世帯数は県推計人口による。面積は令和２年国勢調査による。 

  ※ 人口には年齢不詳を含めた高齢者の割合は計算上一致しない。 

 

２ 人口の推移（2015 年比）                    （出典：県保健医療計画） 
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３ 65 歳以上人口の推移（2015 年比） 
                          （出典：県保健医療計画） 

 
 

○ 本医療圏の人口は，県と同様，減少傾向が見込まれる。また，65 歳以上  

 人口については，2040 年に向けて減少する圏域もある中，本圏域は増加が 

見込まれる。 

 

 

＜医療提供体制の現状＞ 

４ 医療施設数及び一般・療養病床数の状況      （出典：県保健医療計画） 
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５ 医療従事者数の状況             
（出典：医師，歯科医師，薬剤師数 医師・歯科医師・薬剤師統計） 

（出典：看護師，准看護師数    看護職員の業務従事者届及び衛生行政報告例） 
 

【医師数】 

 
【歯科医師数】 
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【薬剤師数】 

 
【看護師数】 
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【准看護師数】 

 

 

６ 従業地（保健所・市町村）別，医療施設従事医師の割合 
 （出典：令和４年医師・歯科医師・薬剤師統計から算出）（各保健所総数/県総数×100） 

 

 

 

(％) 
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７ 従業地（保健所・市町村）別，医療施設従事医師の平均年齢 
（出典：令和４年医師・歯科医師・薬剤師統計） 

 
 

 

○ 本医療圏の一般病院数は人口 10 万人当たり 13.2 と，全国 5.7 と比較し 

 て約 2.3 倍となっており，有床診療所数は人口 10 万人当たり 17.8 と，全 

 国 5.0 と比較して約 3.6 倍となっている。 

○ 本医療圏の一般病床数，療養病床数は 11,915 床，人口 10 万人当たりで 

 は 1781.2 床で，全国の 1001.3 床と比較し，約 1.8 倍となっている。 

○ 本圏域の令和４年の人口 10 万人当たりの医師数・歯科医師数・薬剤師 

数・看護師数は，全国及び県全体を上回っている。一方で准看護師数は全 

国を上回ってはいるが，県全体を下回っている。 

  また，平成 30 年から令和４年における人口 10 万人当たりの医師数・歯 

科医師数・薬剤師数・看護師数は増加傾向にある一方で，准看護師数は減 

少傾向である。 

○ 医療施設従事医師の割合を地域別にみると，鹿児島市に従事する医師が 

 県内の約６割を占めており，伊集院保健所管内では 3.3％である。 

○ 医療施設従事医師の平均年齢を地域別にみると，鹿児島市は 50.7 歳と県 

 内で最も低いが，伊集院保健所管内においては，屋久島保健所管内に次い 

 で県内で２番目に高い 60.6 歳となっている。 
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＜病床機能報告＞ 

８ 鹿児島保健医療圏における医療機能ごとの病床の状況 

 

 

○ 平成 27 年７月１日時点と令和６年７月１日時点の病床数を比較すると，

高度急性期病床と回復期病床は増加し，急性期病床と慢性期病床は減少し

ている。 

 

○ 急性期病床，回復期病床，慢性期病床においては，年々必要病床数に近 

 づいてきている。 

 

○ 本医療圏は実質的に県下ほぼ全域の高度急性期機能を担っていると考え 

 られることから，高度急性期病床は必要病床数を超過している。 
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（修正案②）



 

 

＜医療・介護の需要＞ 

９ 医療介護需要予測指数（2020 年実績＝100）（出典：地域医療情報システム（JMAP）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 医療介護需要予測指数を見ると，管内の医療需要は全国平均に比べて高 

 く 2035 年の 1.05 倍をピークに横ばいで推移し，2040 年以降は低下してい 

く。 

 一方，介護需要（介護サービス費）の推移は，2030 年から全国平均との 

差が大きくなり，2035 年からは，2020 年の 1.3 倍でほぼ横ばいで推移す 

る。 

 医療需要以上に介護需要は増加すると予測されている。 

 

＜在宅医療サービスの実施状況＞ 

10 往診の状況   （出典：平成 26 年～令和５年医療施設静態調査 件数は９月時点（１か月分）） 

○ 往診の状況をみると，令和５年は病院 100 カ所のうち 28 ヶ所(往診実施 

率 28%)，診療所 616 ヶ所のうち 122 ヶ所(往診実施率 19.8%)が実施してい

る。 

  実施率の推移をみると，病院は令和２年からほぼ横ばい，診療所は年々 

 減少している。 

○ １施設あたりの実施件数は，病院が 10 件/月，診療所が 23 件/月と診療 

 所による往診の患者数が多くなっている。 

介護：鹿児島医療圏 

介護：全国平均 

医療：鹿児島医療圏 

医療：全国平均 
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11 在宅患者訪問診療 （出典：平成26年～令和５年医療施設静態調査 件数は９月時点（1か月分）） 

○ 在宅患者訪問診療について，令和５年は病院 100 ヶ所のうち 51 ヶ所 

（訪問診療実施率 51％），診療所 616 ヶ所のうち 117 ヶ所（訪問診療実施率 

19％）が実施している。病院の実施率は増加傾向にある。 

○ １施設あたりの実施件数は，病院が 48.51 件/月，診療所が 110.1 件/月 

で，診療所の１施設あたりの実施件数は平成 26 年から令和５年で約２倍に 

なっている。 

 

12 在宅看取り 

（出典：平成 26 年～令和５年医療施設静態調査 件数は９月時点（１か月分）） 
 

○ 在宅看取りの実施状況について，令和５年は病院で７施設，診療所で 

27 施設が実施しており，実施施設数・実施率とも，わずかに増加してい 

る。 

 

○ １施設あたりの実施件数は，約１～３件／月となっている。 
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13（歯科診療所）在宅サービス実施について 

（出典：平成 26 年～令和５年医療施設静態調査 件数は９月時点（１か月分）） 
○ 歯科診療所における在宅サービス実施状況について，医療保険・介護保 

 険による在宅サービスの実施率は，年々増加している。 

 

 
 課題  
１ 病床の機能分化・連携の推進について 
本医療圏の医療需要は，全国平均よりも高く推移し，2035 年は 2020 年の 

1.05 倍と当面の間は減らないと予測される。 

 一方，人口の推移（2015 年比）をみると本医療圏における 65 歳以上の人

口は増加するが総人口は減少すると予測されており，隣接する姶良・伊佐医

療圏の人口は緩やかに減少，他医療圏の人口は急激に減少すると予測され

る。 

 上記を勘案すると，本医療圏における回復期病床及び慢性期病床の需要は

より高まる可能性があり，高度急性期病床及び急性期病床の需要は，他医療

圏の需要にも影響されることから，それらを含め検討する必要がある。 

 そのため，病床の機能区分ごとの必要病床数を見直すとともに，更なる病

床の医療機能分化・連携の推進を行っていくことが求められると考える。 

 併せて医療機能分化を推進する上では，医師等医療従事者の高齢化や偏在 

を考慮する必要がある。 

なお，医療機能ごとの課題は次のとおりである。 
 
  ○ 高度急性期病床 

現時点では必要病床数を超過し増加傾向である。一方，本医療圏は実
質的に県下全域の高度急性期機能を担っていると考えられるため，今後
は，県全域を俯瞰した対応が必要である。 

 
○ 高度急性期病床 
本医療圏は実質的に県下全域の高度急性期機能を担っていると考えら 

  れ，増加傾向であり，現時点では必要病床数を超過している。 
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⇑

（修正案①）

（素案）



 

 

 

 
【３ 令和８年度の取組内容（予定）】 
 上記課題解決に向け，地域医療構想の実現に向けた取組を引き続き行って
いく。 
 また，新たな地域医療構想の動向を注視し，必要な情報を共有しながら，
取組を行っていく。 

 

○ 急性期病床 
   年々減少傾向であり必要病床数に近づいているが，現時点では必要病 
 床数を超過している。 

 
○ 回復期病床    

   年々増加傾向であり必要病床数に近づいているが，現時点では必要病 
  床数を下回っている。 
 
○ 慢性期病床 

   年々減少傾向であり必要病床数に近づいているが，現時点では必要病 
 床数を超過している。 
 

 
２ 在宅医療・介護連携の推進について 
  本医療圏において今後高齢者人口の増加が見込まれており，当面医療需 
要，介護需要ともに増加することが予測されている。 

  令和６年度の調整会議において，在宅医療の提供体制は地域により違い 
 が見られること，医療施設と介護施設との連携不足，在宅での看取りに関 
するマンパワー不足や医師の高齢化等の課題について協議された。 

  新たな地域医療構想の動向を注視しながら，地域の実情に応じた在宅医 
 療提供体制を構築していく必要がある。 
 

※ これらの課題は本圏域のみで解決することは難しいため，鹿児島県全体 

の医療構想において協議される必要があると考える。 
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